
調査内容 実施状況 自己評価 調査結果 市の評価

第 5 条

守るべき法令（協定書、関係する
法令、条例、同条例施行規則、
蓮田市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例、蓮田市情報公
開条例、蓮田市個人情報保護条
例、蓮田市行政手続条例等）

第 7 条
守秘義務、個人情報の取り扱
い、情報公開

第 10 条 善良なる管理者の注意

第 11 条
事業計画書及び収支予算書の
提出

第 12 条 月次報告書、年次報告書

第 16 条 施設賠償保険の加入

第 21 条
ごみの分別化、資源リサイクル、
省エネルギー・省資源対策の取
組み

第 22 条 危機管理計画書の作成

第 24 条 自主事業等の取組み

第 25 条
実地調査、調整会議、モニタリン
グの実施

令和４年度　運営管理確認表　

③財産の管理

②個人情報及び情報公開について

調査項目

蓮田市立学童保育所

保育課

株式会社　アンフィニ
　令和  ２年 ４ 月 １ 日　　～　　令和　５年  ３月  ３１日　　（ ５年間 ）指　　定　　期　　間

指 定 管 理 者 名

提出内容の適正、提出期
限の遵守

施　設　所　管　課

施　　　設　　　名

⑤事業報告書等の提出

3適切に管理している。4

データベースの個人情報は
パソコンにパスワードをかけ、
紙ベースのものは常時書庫
にて保管し、退社時には施錠
している。廃棄については事
務所にて裁断、または担当課
へ返却をした。
また、現場の職員には研修を
通して個人情報の取扱いに
ついて周知した。

個人情報の保護（個人情
報の廃棄など）

3
期限内に提出され、内容に
不備はなかった。

3提出期限を遵守した。

3

保護者（年2回）及び児童
（年1回）のアンケートが実施
され、報告書の提出を確認
した。
令和5年3月17日に蓮田市
立学童保育所運営検討委
員会において、運営状況の
評価を行った。

4

令和4年9月、令和5年1月の
計2回実施。結果は担当課へ
報告するとともに、保護者へ
は各施設での掲示と、文書配
信にて報告し、早期に保護者
の声を反映できる箇所につい
ては早急に実施した。

4

環境への配慮がなされてい
た。業務用PCとインターネッ
ト環境の整備により、紙書
類の削減に取り組んでい
た。

4

事務所、各施設でゴミの分別
を行い、退社時には自主点
検チェックシートを用いて2人
1組で電気や家電の消し忘れ
等がないか確認している

3
期限内に提出され、内容に
不備はなかった。

3提出期限を遵守した。

3提出されている。3作成し提出済み。計画書の確認

4

サッカー教室やスナックゴル
フ教室などが定期的に行わ
れていた。発達障害研修や
遊び提供研修など職員研修
も充実していた。利用者の
ニーズに合わせて、長期休
業期間のお弁当業者を変更
するなど柔軟な対応をして
いた。

3
イベントで児童に向けた体験
活動や、職員研修を実施して
いる。

意欲ある自主事業の取組
状況

3
適切に施設管理が行われ
ている。予算に応じて必要
な修繕が実施された。

4

巡回時に施設の確認を都度
行い、修繕を要する箇所や不
具合箇所の早期発見と改善
を行った。

建物内外の適正な管理状
況

3遵守している。4遵守している。法令の遵守状況

4保険加入状況を確認した。4
賠償責任保険に加入し、証書
を担当課へ提出している。

保険金額と証書の確認

提出内容の適正、提出期
限の遵守

取組状況

実施の状況（回数など）、モ
ニタリングの報告と改善点

⑩実地調査及びモニタリング等

⑨自主事業等

⑧危機管理対策

⑦環境への配慮

⑥保険の加入

１　協定書部分

④事業計画書等の提出

①法令の遵守



作成様式の確認

頻繁に使用する提出書類や
保育日誌等定型の書式を作
成した。また、運営マニュアル
を各施設に常備している。

4
事前に学童保育所連絡調
整会議で諮られた様式が整
備され運用されていた。

4

職員の配置状況、接遇の
向上、窓口業務等に対す
る研修などの状況

事業計画書に基づき統括管
理者、各施設に適正な人数を
配置している。シルバー人材
センターにも業務委託を行
い、欠員が出ないように体制
を整えている。
接遇、保護者対応について
は入社時に研修を取り入れ
ており、別途接遇マナー研修
を実施している。県研修は開
催するごとに参加希望者を募
り受講している。

4

各施設に適切な職員数を配
置している。長期休暇時の
職員が多く必要な場合も登
録職員を増やすなど工夫し
ていた。窓口業務への対応
として接遇マナー研修など
を実施していた。

4

適正な業務の実施状況
（台帳、申請書の管理）

台帳やその他個人情報が記
載されているもの等、重要な
書類についてはデスクの鍵
付きの引き出しや施錠が可
能な書庫に保管し管理してい
る。

4
入所決定児童の家庭状況
表等の速やかな受け渡しが
できていた。

3

適正な業務の実施状況

自社の判断で利用の停止ま
たは取消は行っておらず、安
心して継続していただけるよ
う当事者とは話し合いの上対
処している。

4
2か月以上利用実績が確認
できない児童に関して随時
報告があった。

4

適正な業務の実施状況

間食料(おやつ代)について毎
月口座引き落としにて適正に
徴収し、余剰金については別
途間食を購入して還元した。
臨時閉所時の間食料につい
ても別途購入して還元を行っ
た。

4

新型コロナウイルス感染拡
大防止のための臨時休所
等の期間のおやつについて
は、適切に還元されていた。

3

巡回時間、回数など実施
状況

統括管理者、管理担当者が
毎日巡回を行い、現場職員と
の情報交換、施設の安全確
認等を行い、改善が必要な箇
所については早急に対応し
た。
保育コンサルタントについて
は月の開所日数の約4分の3
日を巡回。1施設2時間ほど
滞在し現場サポートやアドバ
イスを行っている。巡回の中
で見える指導員の悩みや課
題に沿った題材で研修を実
施している。

4

巡回中に確認された施設か
らの要望や疑問点について
速やかに報告があった。随
時支援が必要な児童につい
て報告書などの提出があっ
た。

3

清掃の種類、回数など実
施状況

管理担当者が粗大ゴミなどの
不用品回収を実施。。屋内は
現場職員が毎日清掃、消毒
を実施している。

3

新型コロナウイルス感染症
対策として、日々の消毒作
業は適切に実施されてい
た。

3

修繕の実施状況

軽微な物は管理担当者が補
修し、専門知識を必要とする
際は地元業者へ依頼し修繕
を行った。

4
児童の安全について常に配
慮していた。

3

定期点検の実施状況（年２
回）

年に2回業務委託にて実施。
報告書は消防署に提出。

4 適切に実施されていた。 4

各種点検、保守委託業務
の確認、指定管理者による
業務などの状況

業務委託で浄化槽点検、夜
間警備を実施。それ以外は
管理担当者が巡回時に、現
場職員が適宜実施している。

4
必要な点検業務は適宜実
施されている。

4

緊急連絡網の確認、避難
訓練（年２回、利用者との
共同訓練）、AEDの講習受
講など

緊急連絡網を作成し各施設
へ掲示済み。様々な状況を
想定した避難訓練を各施設
で実施している。

4
避難訓練を各施設で実施
し、緊急時における訓練が
定期的に行われている。

4⑨緊急時対策業務

⑧その他施設、設備及び物品の点検業務

⑦消防設備の点検業務

⑥軽微な修繕に関する業務

②人材の確保及び研修

⑤清掃等

④巡回業務

③利用料金の収納、減免及び返還

①必要となる様式類、管理マニュアル等の作
成

（２）　業務の内容

２　協定書中　指定管理業務仕様書部分

（１）　管理体制の整備

②利用の停止又は利用の許可の取消し

①利用の許可



通帳の確認、現金の保管
状況など

現場施設には現金を置いて
おくことがないよう管理担当
者が各施設の現金を回収し、
事務所内の防犯センサー付
金庫に保管している。使用し
た経費については各施設ごと
に出納帳を記入し管理してい
る。

4
現金を各施設に置いておく
ことがないよう管理担当者
が適切に管理している。

3

備品類の管理状況
施設毎に管理台帳を作成し
管理している。

3 適切に管理している。 3

防火管理者の選任 防火管理者を選任済み。 4 問題なし 3

合　計 90 81
平　均 3.8 3.4

総合評価
Ａ＝平均点３．２点以上（適正な管理運営がなされた運営である。）
Ｂ＝平均点２．８点以上（概ね適正な運営である。）
Ｃ＝平均点１．６点以上（運営の一部に課題が見られ改善を要する。）
Ｄ＝平均点１．６点未満（課題、問題が多く指定の取消し等について協議する必要がある。)

評価基準
４点（優良）　＝協定書、仕様書等の基準を遵守し、要求水準よりも優れている。
３点（良好）　＝協定書、仕様書等の基準を遵守し、概ね要求水準を満たしている。
２点（課題含）＝一部に課題が見られる。
１点（要改善）＝大幅に改善を要する課題がある。

＊評価区分　

①適切な管理

①管理口座の開設及び利用料金の管理

（４）　備品類の取扱い

（３）経理処理

施設所管課　　　　　　　　A

指定管理者　　　　　　　　A

総合評価結果　　

①防火管理者

３　その他


